
発達障害の理解と支援 

 

 

 

 

 

 

【日時】  令和５年 12 月 14 日（木）  

  午前 10 時～午前 11 時 30 分（開場  午前 9 時 30 分）質疑応答を含む  

【会場】   尾西生涯学習センター6 階  大ホール〈尾西庁舎内〉  

（一宮市東五城字備前 12 番地）  

【対象】  発達が気になるお子さんの教育・保育・療育関係者、ご家族等  

【講師】  弁護士  福谷  朋子  氏（愛知県弁護士会  子どもの権利委員会  ）   

 

早稲田大学法学部大学院修士課程修了後、愛知県弁護士会に所属。  

現在、久屋大通法律事務所に在職され、児童相談センターの嘱託弁護士として、  

子どもの問題について尽力されております。  

職員研修などの講義・講演を多く行っており、ご活躍されております。  

 

【参加費】  無料（手話通訳・要約筆記あり）  

【定員】  １００名（先着順）                   

 

 

 

 

 

 

【その他】  

・講演中の写真撮影、録音、録画は禁止させていただきます。  

・会場には、机の準備はございませんので、バインダー・筆記用具をお持ちください。  

・託児はありません。  

 

【主催】一宮市障害者自立支援協議会  子ども部会  

（担当：一宮市福祉総務課福祉総合相談室  TEL：0586-28-9145 FAX：0586-73-9270） 

発達が気になる子どもや発達障害のある子どもたちが円滑に日常生活を送っていくためには、関わる人

たちがその特性や困難さを理解し、サポートすることが大切です。今回の講演会では、子どもたちが社会

的に認められる行動以外に突発的に行動してしまった際の対応について、法律の専門家の視点からお話し

していただきます。参加者の皆様に法律を身近に考えてもらい、起こりうる問題を学ぶ機会としていただ

きたいと思います。 

【お申し込み方法】 

下記二次元コードより申し込みフォームにアクセスしていただき、 

電子申請でお申し込みください。 

申込期間 令和５年 11月 13日（月）～12月１日（金） 

なお、お申込み方法についてのお問合せは 

一宮市 子ども家庭部 中央子育て支援センター 

（TEL：0586-85-7026）にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 


